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条例  
 

 

 甲府市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年６月２８日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１９号 

   甲府市市税条例等の一部を改正する条例 

 （甲府市市税条例の一部改正） 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正 

する。 

 第１０条の４第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証 

明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）」を加える。 

 第２６条の２第４項を次のように改める。 

 ４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２９条の３第１項に規定する確定申 

  告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他法施行規則に定める事 

  項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用し 

  ない。 

  第２６条の２第６項を次のように改める。 

 ６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２９条の３第１項に規定する確定申 

  告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他法施行規 

  則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得 

  の金額については、適用しない。 

  第２７条の８第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申 

 告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分」を「確定 

申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分」に改める。 
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  第２９条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定す 

 る源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００ 

 万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定す 

 る自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるもの 

 に限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、同条第２項中「第２条 

 第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

  第２９条の３第２項及び第３項中「附記」を「付記」に改める。 

  第２９条の４の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、 

 同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号 

 を加える。 

  ⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限 

   る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色 

   事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同   

条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が 

１３３万円以下であるものに限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

  第２９条の５の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、 

 同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得 

 金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退 

 職手当等（第３４条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。） 

に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円以下であるものに限 

 る。）をいう。第２号において同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に 

 「であって退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第３号を第４号 

 とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 特定配偶者の氏名 

  第５３条第１項中「閲覧」の次に「（法第３８２条の４に規定する固定資産課 

 税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）」を加える。 

  第５３条の２第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証 

 明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）」を加える。 

  附則第５条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改める。 

  附則第１９条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令 
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 和３年」を「令和７年」に改める。 

  附則第２１条第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株 

  式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に 

  係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税に 

  ついて特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用 

  を受けた場合に限り適用する。 

  附則第２６条第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７条 

 の８」に改める。 

  附則第２６条の５第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る 

  第２９条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよう 

  とする旨の記載があるときに限り、適用する。 

  附則第２６条の６第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る 

  第２９条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよう 

  とする旨の記載があるときに限り、適用する。 

  附則第２６条の６第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分 

 の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの 

 項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむ 

 を得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

  附則第３６条を削る。 

 （甲府市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 甲府市市税条例の一部を改正する条例（令和３年６月条例第１２号）の一 

部を次のように改正する。  

第２９条の５第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳

未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え、「有し

ない者を除く」を「有する者」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 
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第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 

 当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中甲府市市税条例第２９条の４の見出し及び同条第１項並びに第２９ 

  条の５の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第１９条の３の２ 

  第１項及び第２６条第３項の改正規定並びに同条例附則第３６条を削る改正規 

  定並びに第２条の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 令和５年１ 

  月１日 

 ⑵ 第１条中甲府市市税条例第２６条の２第４項及び第６項、第２７条の８第１ 

  項及び第２項、第２９条の２第１項ただし書及び第２項並びに第２９条の３第 

  ２項及び第３項の改正規定並びに同条例附則第２１条第２項、第２６条の５第 

  ４項並びに第２６条の６第４項及び第６項の改正規定並びに附則第３条第３項 

  の規定 令和６年１月１日 

 ⑶ 第１条中甲府市市税条例第１０条の４第１項、第５３条第１項及び第５３条 

の２第１項の改正規定並びに次条並びに附則第４条第２項及び第３項の規  

定 令和６年４月１日 

 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の甲府市市税条例（以下「新条例」という。） 

第１０条の４第１項の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後にされる 

同項の規定による証明書の交付について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２９条の４第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施 

行の日（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受 

けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申 

告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正 

前の甲府市市税条例（次項において「旧条例」という。）第２９条の４第１項に 

規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書について 

は、なお従前の例による。 

２ 新条例第２９条の５第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得 

税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等 

（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において 
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 「公的年金等」という。）について提出する新条例第２９条の５第１項に規定す 

る申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について 

提出した旧条例第２９条の５第１項に規定する申告書については、なお従前の例 

による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の甲府市市税条例の規定中個人の 

市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用 

 し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法 

等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地 

方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２項に規定する施設又は設 

備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５３条第１項の規定は、附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日以 

後にされる地方税法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項 

ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

３ 新条例第５３条の２第１項の規定は、附則第１条第３号に掲げる規定の施行の 

日以後にされる地方税法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規 

定による措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 
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 甲府市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例を 

ここに公布する。 

  令和４年６月２８日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２０号 

   甲府市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 甲府市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例（平成１７年１２月条例 

第５４号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「第１２条第３項の表の第１号」を「第１２条第４項の表の第１号」

に、「第４５条第２項の表の第１号」を「第４５条第３項の表の第１号」に、「第

２８条の９第１０項」を「第２８条の９第１０項第１号」に改める。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市子ども屋内運動遊び場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年６月２８日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２１号 

   甲府市子ども屋内運動遊び場条例の一部を改正する条例 

 甲府市子ども屋内運動遊び場条例（令和２年９月条例第３９号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 第３条の次に次の２条を加える。 

 （指定管理者による管理） 

第３条の２ 屋内遊び場の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第  

２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

 （指定管理者の業務） 

第３条の３ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 ⑴ 第３条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

 ⑵ 利用の許可に関する業務 

 ⑶ 施設、設備等の維持管理に関する業務 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

 第４条第３項中「市長が特に必要があると認めるときは」を「指定管理者が特に

必要があると認めるときは、市長の承認を得て」に改める。 

 第６条中「市長」を「指定管理者」に改める。 

 第７条第１項中「市長の」を「指定管理者に申請し、」に改め、同条第２項及び

第３項中「市長」を「指定管理者」に改める。 

 第８条中「市長」を「指定管理者」に改める。 

 第９条の見出しを「（利用料金）」に改め、同条中「使用料」を「利用料金」に

改め、同条に次の１項を加える。 
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２ 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

 第１０条を次のように改める。 

第１０条 削除 

 第１１条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「市長は、別に定

めるところにより、使用料」を「指定管理者は、市長が別に定めるところにより、

利用料金」に改める。 

 第１２条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用料」を「利

用料金」に、同条ただし書中「市長」を「指定管理者」に改める。 

 別表第２中 

「 

１歳以上 
１クールにつき          ３００円 

１日につき（一日利用券） ５００円 

                                   」 

「 

１歳以上 １クールにつき          ３００円 

                                   」 

改め、同表備考を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った利用の許可その他の処分  

は、この条例の施行の日以後においては、指定管理者の行った利用の許可その他

の処分とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

を 

に 
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 甲府市すこやか子育て医療費助成金支給条例等の一部を改正する条例をここに公 

布する。 

  令和４年６月２８日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２２号 

   甲府市すこやか子育て医療費助成金支給条例等の一部を改正する条例 

 （甲府市すこやか子育て医療費助成金支給条例の一部改正） 

第１条 甲府市すこやか子育て医療費助成金支給条例（昭和４７年１０月条例第  

 ２９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「小児」を「子ども」に改める。 

  第２条第１号中「小児」を「子ども」に、「１５歳」を「１８歳」に改め、同

条第２号中「小児」を「子ども」に改める。 

  第３条第１項、第５条第１項、第６条第２項並びに第７条第１項及び第２項中

「小児」を「子ども」に改める。 

 （甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例の一部改正） 

第２条 甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例（昭和５０年１２月条例第  

４０号）の一部を次のように改正する。 

 第５条ただし書中「１５歳」を「１８歳」に改める。 

（甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例の一部改正） 

第３条 甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例（昭和５２年９月条例第３０ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の２第１号及び第７条第３項中「１５歳」を「１８歳」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

２ 第１条から第３条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の 

日以後において受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日の前日まで 
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 に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 
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 甲府市武田氏館跡歴史館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年６月２８日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２３号 

   甲府市武田氏館跡歴史館条例の一部を改正する条例 

 甲府市武田氏館跡歴史館条例（平成３０年９月条例第２４号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （事業） 

第４条 歴史館は、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴ 国史跡武田氏館跡に係る資料の収集、保存、展示等に関すること。 

 ⑵ 国史跡武田氏館跡に係るガイダンスの実施及び学習の援助に関すること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、歴史館の設置目的を達成するために必要な事業 

 （指定管理者による管理） 

第５条 歴史館の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

 （指定管理者の業務） 

第５条の２ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 ⑴ 第４条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

 ⑵ 利用の許可に関する業務 

 ⑶ 施設、設備等の維持管理に関する業務 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務 

 第６条第４項中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、「認めるときは」の次

に「、教育委員会の承認を得て」を加える。 
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 第７条中「教育委員会」を「指定管理者」に改める。 

 第８条の見出しを「（利用料金）」に改め、同条中「観覧料」を「利用料金」に

改め、同条に次の１項を加える。 

２ 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させ

る。 

 第９条の見出し中「観覧料」を「利用料金」に改め、同条中「教育委員会は、特

別の理由があると認めるときは、観覧料」を「指定管理者は、教育委員会が別に定

めるところにより、利用料金」に改める。 

 第１０条の見出し中「観覧料」を「利用料金」に改め、同条中「観覧料」を「利

用料金」に改め、同条ただし書中「教育委員会」を「指定管理者」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った観覧の許可その他の 

処分は、この条例の施行の日以後においては、指定管理者の行った利用の許可そ

の他の処分とみなす。 
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 甲府市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を 

改正する条例をここに公布する。 

  令和４年６月２８日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２４号 

   甲府市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一

部を改正する条例 

 甲府市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例（平成

３０年９月条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「２年を」を

「３年を」に、「第１０条第７項第６号」を「第１０条第８項第６号」に、「第

４２条の４第８項第７号」を「第４２条の４第１９項第７号」に、「同法第６８条

の９第８項第６号に規定する中小連結法人」を「法人税法（昭和４０年法律第３４

号）第６６条第６項に規定する中小通算法人」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第２条の規定は、令

和４年４月１日から適用する。 
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規則  
 

 

 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第２項の規則で定める日を定

める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年６月２８日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２３号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第２項の規則で定める日

を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第２項の規則で定める日を定

める規則（令和２年９月規則第５１号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「令和４年６月３０日」を「令和４年９月３０日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年６月２８日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第２４号 

   甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）の一部を次

のように改正する。 

第１号様式及び第１号様式の３中「（男・女）」を削る。 

第１号様式の５中 

「                                   

     －  性別                         男   女 

                                   」 

「 

               ―  

                                   」 

改める。 

 第１号様式の１３中 

「                   「  

 年  月  日 性別                       

                 」                               

改める。 

 第１号様式の１５中 

「                                   

       性別                       

                                   」 

 

   年   月   日 

を 

に  

を に  

を 

」  
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「 

          年       月       日 

                                   」 

改める。 

       「             「 

 第４号様式中  氏名／性別／年齢   を  氏名／年齢   に、 

                   」          」 

「               「 

 を 

       

 第４号様式の２中 

「              

   

         

 

「 

 

 

 

「              「 

 

 

 

 「 

 ※国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯にな 

  る方がいる場合、介護分を除く平等割額が５年間は２分の１となり、その 

  後の３年間は４分の３となります。 

                                   」 

「 

 ※国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯にな 

男性／女性   歳          歳 

     所 得 額   均 等 額 

賦課総所得額（円） 所得割額（円） 人員 均等割額（円） 

   所 得 割 額（円）   均等割額（円） 

 賦 課 総 所 得   所得割 人員   均等割 

  減   額 

割合 軽減額（円） 

  軽減額（円） 

割合   軽減 

に  

」  

に改める。 

」  

を  

を 

」  

に、 

」 

を 

」 

に、  

 」  
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  る方がいる場合、介護分を除く平等割額が５年間は２分の１となり、その 

  後の３年間は４分の３となります。 

 ※賦課対象年度が令和４年度以降の場合、未就学児の均等割が２分の１とな 

ります。 

                                   」 

改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に  
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 甲府市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則の 

一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年６月２８日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２５号 

   甲府市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規 

   則の一部を改正する規則 

 甲府市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

（平成１９年３月規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中「上村昇副市長」を「奥原崇副市長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年７月１日から施行する。 
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規程  
 
 
 

甲府市規程第２号 

 甲府市事案決定規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和４年６月７日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市事案決定規程の一部を改正する規程 

甲府市事案決定規程（昭和４８年４月規程第１号）の一部を次のように改正す 

る。 

 別表第１の３財務に関する事項、⑶支出負担行為に関する事項（予算科目別）の

表中第７項を削り、第８項を第７項とし、第９項から第１８項までを１項ずつ繰り

上げ、同表第１９項中「医療費及び介護保険に係る保険給付費」を「医療費、介護

保険に係る保険給付費及び妊産婦乳幼児等健康診査に係る健康診査費」に改め、同

項を同表第１８項とし、同表中第２０項を第１９項とし、第２１項から第２８項ま

でを１項ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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告示 
 

甲府市告示第３１７号  

 

地方自治法第２４３条の３第１項及び甲府市「財政事情」の作成及び公表に関す

る条例の規定に基づき、甲府市一般会計、甲府市国民健康保険事業特別会計、甲府

市交通災害共済事業特別会計、甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計、甲府市介

護保険事業特別会計、甲府市農業集落排水事業特別会計、甲府市後期高齢者医療事

業特別会計、甲府市浄化槽事業特別会計及び甲府市母子父子寡婦福祉資金貸付事業

特別会計の令和３年度下半期の財政状況を別紙のとおり公表する。  

 

  令和４年６月１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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 甲府市告示第３１８号  

 

地方公営企業法第４０条の２及び甲府市「財政事情」の作成及び公表に関する条

例の規定に基づき、甲府市地方卸売市場事業会計、甲府市病院事業会計、甲府市下

水道事業会計、甲府市水道事業会計及び甲府市簡易水道等事業会計の令和３年度下

半期の業務の状況を別紙のとおり公表する。  

 

令和４年６月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第３１９号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和４年６月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 

- 25 -



 

 

甲府市告示第３２０号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり企画提案書

の提出を招請する。 

 

  令和４年６月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  キャッシュレス決済を活用した消費喚起事業業務委託 

２ 業務概要 

  甲府市キャッシュレス決済を活用した消費喚起事業は、甲府市内においてバー

コード等を利用したキャッシュレス決済（以下「キャッシュレス決済」という。）

を行った消費者に対し、決済金額の一部をポイント還元するキャンペーン（以下

「キャンペーン」という。）を実施することにより、新型コロナウイルス感染症の

影響により落ち込んだ市内の消費喚起を目的とする。 

３ 履行期間 

  履行期間は、契約締結日から令和５年３月３１日（金）までとする。 

４ 参加資格要件 

  このプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしてい

る者とする。 

（１）甲府市内において、キャッシュレス決済が提供可能であり、新規導入事業所

からの問い合わせに対応が可能であること。 

（２）新規導入事業所へのキャッシュレス決済の提供開始が本キャンペーンまでに

可能であること。 

（３） 税の滞納がない者であること。（所轄市区町村の法人住民税の未納がない者） 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立がなされて

いる者でないこと。 

（５）令和４年６月１日現在において、市内の対象事業所の決済実績等について  

１０００店舗以上の導入実績があること。（対象事業所とは、小売業、宿泊業、

飲食サービス業、生活関連サービス業及びタクシー業等とする。また、中小企

業基本法（昭和３８年法律第１５４号）における中小企業・小規模企業等とし、

大手チェーン店を除く。） 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の

いずれにも該当しない者であること。 

（７）告示日以降に国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 
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５ 手続等 

（１）公募型プロポーザル実施要項、選考方法、仕様書、各種様式等を本市ホー

ムページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

（２）企画提案書等の提出方法、提出期間及び提出先については、公募型プロポ

ーザル実施要項を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市産業部商工振興室商工課 

  〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  ＴＥＬ ０５５－２３７－５６９５（直通） 

  ＦＡＸ ０５５－２２７－８０６５ 

  電子メール syoukous@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第３２１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年６月１日 

                   

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第３９５号 

（２）業務名称     橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託 

（３）履行期間     契約締結日の翌日から令和４年１０月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、業種が「建設コンサルタント

（鋼構造及びコンクリート）」または「建設コンサルタント（道路）」に登録

されている者であること。 

（３）現場代理人及び主任技術者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者である

こと。 

ア 技術士の総合技術監理部門（鋼構造及びコンクリート）の資格を有し、技 

術士法による登録を行っている者。 

イ 技術士の建設部門（鋼構造及びコンクリート）の資格を有し、技術士法に  

よる登録を行っている者。 
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ウ ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年６月１日（水）～令和４年６月１０日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年６月１０日（金）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年６月１日（水）～令和４年６月１０日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年６月１０日（金）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年６月２８日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契
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約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３２２号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年６月２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （業務委託）第４１０号 

（２）業務名称      令和４年度広島市原爆死没者慰霊式並びに  

             平和祈念式参加事業業務委託  

（３）履行期間      令和４年６月２０日から令和４年８月６日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社、市内営業所を有する者であること。 

（２）旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）の規定に基づく第一種旅行業務登

録業者であること。 

（３）過去に、国又は地方公共団体等が発注した類似業務の受託実績を有する者

であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７  

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者

でないこと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２

年を経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
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（９）市税等の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年６月２日（木）～令和４年６月９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午前１２時まで） 

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報

を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年６月２日（木）～令和４年６月９日（木）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午前１２時まで） 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年６月２０日（月） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 ９－２会議室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、  

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額  

の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

           ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく
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する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３２３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年６月２日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４０６号 

（２）業務名称     道路ストック（トンネル）長寿命化修繕計画更新業務委

託 

（３）履行期間     契約締結日の翌日から令和４年９月３０日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、業種が「建設コンサルタント

（トンネル）」に登録されている者であること。  

（３）現場代理人及び主任技術者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者である

こと。 

ア 技術士の総合技術監理部門（トンネル）の資格を有し、技術士法による登 

録を行っている者。 

イ 技術士の建設部門（トンネル）の資格を有し、技術士法による登録を行っ  

ている者。 

ウ ＲＣＣＭ（トンネル）の資格を有する者。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年６月２日（木）～令和４年６月１３日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年６月１３日（月）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年６月２日（木）～令和４年６月１３日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年６月１３日（月）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年６月２９日（水） 午後２時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 会議室７－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  
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なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３２４号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和４年６月８日までに、引き取る旨の連絡を次の連

絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和４年６月３日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市相生地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：黒 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第３２５号 

 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第７条の規定に基づき、令和４年度地

籍調査を実施するので、次のとおり公示する。 

 

令和４年６月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業計画が定められた年月日 

令和４年６月２日 

２ 調査を実施する者の名称 

山梨県甲府市 

３ 調査地域 

（１）新規地域 

平瀬町及び下帯那町の各一部 

（２）継続地域 

平瀬町の一部 

４ 調査期間 

   令和４年４月１日から 

   令和５年３月３１日まで 
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                          甲府市告示第３２６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計

画を変更するので、同条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について、縦覧期間満了の日までに甲府市に意見書

を提出することができる。 

 

  令和４年６月７日 

                 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類  甲府都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

２ 都市計画の変更に  縦覧に供する図書に明示する部分 

  係る土地の区域 

３ 縦 覧 場 所  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所本庁舎７階 

４ 縦 覧 期 間  令和４年６月７日から 

令和４年６月２０日まで 

            ただし縦覧場所の開所時間は、土・日曜日を除く  

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

５ 意見書の提出先  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

６ 意見書の提出方法  直接持参又は郵送 

７ 意見書の提出期限  令和４年６月２０日 午後５時１５分 

８ 都市計画案の概要  案の概要については省略し、甲府市まちづくり部まち開

発室都市計画課において縦覧に供する。  
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                          甲府市告示第３２７号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計

画を変更するので、同条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について、縦覧期間満了の日までに甲府市に意見書

を提出することができる。 

 

  令和４年６月７日 

                 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類  甲府都市計画用途地域の変更 

２ 都市計画の変更に  縦覧に供する図書に明示する部分 

  係る土地の区域 

３ 縦 覧 場 所  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所本庁舎７階 

４ 縦 覧 期 間  令和４年６月７日から 

令和４年６月２０日まで 

            ただし縦覧場所の開所時間は、土・日曜日を除く  

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

５ 意見書の提出先  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

６ 意見書の提出方法  直接持参又は郵送 

７ 意見書の提出期限  令和４年６月２０日 午後５時１５分 

８ 都市計画案の概要  案の概要については省略し、甲府市まちづくり部まち開

発室都市計画課において縦覧に供する。  
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                          甲府市告示第３２８号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法  

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和４年６月７日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       甲府市介護保険料更正通知書 

２ 発送日       令和４年５月２０日 

３ 項 目       令和４年度介護保険料更正通知書  

４ 送達を受けるべき者 （省略） 

（省略） 

５ 保管場所      甲府市福祉保健部保険経営室介護保険課  
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                          甲府市告示第３２９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年６月７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）４９号 

工事名 市場青果棟事務所空調設備取替工事 

工事場所 甲府市国母六丁目５番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

青果棟事務所に設置してあるガスエンジン式 

空調機７台（室内機共）を取替える。 

１．ＧＨＰ－３空調機取替  １式 

２．ＧＨＰ－５空調機取替  １式 

３．ＧＨＰ－６空調機取替  １式 

４．ＧＨＰ－７空調機取替  １式 

５．ＧＨＰ－８空調機取替  １式 

６．ＧＨＰ－１３空調機取替 １式 

７．ＧＨＰ－１５空調機取替 １式 

２ 工期 令和５年１月１０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２１，５８２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。 

ただし、１件 の工事請負額が 、 

１，０００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 
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は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年６月７日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月７日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月７日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和４年７月１日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年６月２８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年６月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

- 44 -



問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３３０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年６月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）５７号 

工事名 大国小学校校舎トイレリニューアルⅠ期（機械設備）工事 

工事場所 甲府市後屋町１５０番地 

工事概要 

１ 工事内容 

大国小学校校舎鉄筋コンクリート造４階建て 

１－２ １．２．３．４階トイレリニューアル 

工事 給排水・衛生設備工事 １式 

２ 工期 令和４年９月１６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２４，３５４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。 

ただし、１件の工事請負額が 、 

１，２００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年６月７日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月７日 
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４ 申請書受付締切日 
令和４年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月７日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和４年７月１日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年６月２８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年６月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第３３１号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和４年６月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和４年６月７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 令和４年度甲府市一般会計補正予算（第２号） 

 

 

 

 

 

     令和４年６月７日 原案可決 
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甲府市告示第３３２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和４年６月８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市川田町字亀田１１９番６及び１１９番８ 

   以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市和戸町９９６番地４ 

ルクソールⅡ３０１ 

後 藤 政 幸 

   後 藤 紗理奈 
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                          甲府市告示第３３３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和４年６月９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市中町字上ヶ待２７４番１から２７４番５まで 

   以上５筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市小瀬町８番地 

   株式会社とちの木 

   代表取締役 小 関 敏 和 
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甲府市告示第３３４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年６月９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第６６８号 

⑵ 物件名   浮遊粒子状物質自動測定機 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 山梨県内に本店または営業所を有する者であること。  

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑷ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑸ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑺ 市税の滞納がない者であること。 

⑻ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和４年６月９日（木）～令和４年６月２１日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 
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⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和４年６月９日（木）～令和４年６月２１日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和４年７月４日（月） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 
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⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第３３５号 

   

国税徴収法第９５条及び同法第９９条の規定により、次のとおり差押財産の公売

及び見積価額を公告する。 

 

  令和４年６月１０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

公 売 財 産 

別紙「公売財産、公売保証金及び見積価額」のとおり 公 売 保 証 金 

見 積 価 額 

公 売 方 法 入 札 

公売日時 

公売 

参加 

申込 

期間 

 

令和４年６月１０日（金）午後１時００分から 

令和４年６月２８日（火）午後１１時００分まで 

 

入札 
令和４年７月５日（火）午後１時００分から 

令和４年７月１２日（火）午後１時００分まで 

公 売 場 所 
ＫＳＩ官公庁オークションが提供するインターネット公売シ

ステム上（https://kankocho.jp/） 

売却決定の日時 令和４年７月１９日（火）午前１０時００分 

売却決定の場所 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市役所滞納整理課 

買受代金納期限 令和４年７月１９日（火）午後２時３０分 

買受人について

の資格その他の

要件 

次の者は、公売財産を買受けることができません。  

１ この公売公告に違反した者 

２ 国税徴収法第９２条の規定に該当する者 

３ 国税徴収法第１０８条第１項又は第５項の規定に該当す

る者 

そ の 他 別紙「その他の事項」のとおり 

配当を受ける者

の権利の申出に

ついて 

 この公売財産の換価代金について配当を受けることができる

質権、抵当権、先取特権または留置権等を有する者は、売却決

定をする日の前日までに債権現在額申立書により、その内容を

市長あてに申し出てください。なお、債権現在額申立書の用紙

は、甲府市役所滞納整理課に用意してあります。 
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甲府市告示第３３６号 

 

国税徴収法第９４条の規定により差押財産を公売することとしたため、同法第  

９５条の規定により公告する。また、同法第９８条の規定により公売財産の見積価

額を決定したため、同法第９９条の規定により公告する。 

 

  令和４年６月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

公 売 財 産 

別紙「公売財産明細書」のとおり  公 売 保 証 金 

見 積 価 額 

公 売 方 法 せり売り 

公売日時 

公 売

参 加

申 込

期間 

令和４年６月１０日（金） 午後１時００分から 

令和４年６月２８日（火） 午後１１時００分まで 

入 札

期間 

令和４年７月５日（火） 午後１時００分から 

令和４年７月７日（木） 午後１１時００分まで 

公 売 場 所 
ＫＳＩ官公庁オークションが提供するインターネット公売シ

ステム上 （https://kankocho.jp/ ） 

売却決定の日時 令和４年７月８日（金） 午前１０時００分 

売却決定の場所 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市役所滞納整理課 

買受代金納期限 令和４年７月１５日（金） 午後２時３０分 

買受人について

の資格その他の

要件 

国税徴収法第９２条の規定に該当する者、及び同法第１０８

条第１項の規定に該当する者は、買受人になることができませ

ん。 

そ の 他 
別紙「公売公告兼見積価額公告のその他の記載事項」のとお

り 

配当を受ける者

の権利の申出に

ついて 

この公売財産の換価代金について配当を受けることができる

質権、抵当権、先取特権又は留置権等の権利を有する者は、売

却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書により、その

内容を甲府市長に申し出てください。  

 なお、債権現在額申立書の用紙は、甲府市役所滞納整理課に

用意してあります。 
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                         甲府市告示第３３７号 

 

平成３０年１１月２７日甲府市告示第５９３号の一部を次のように改正する。  

 

令和４年６月１０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

告示中「住宅使用料」の次に「、学校給食費」を加える。 

   附 則 

 この告示は、令和４年６月１０日から施行する。  
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甲府市告示第３３８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、  

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   和田平自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
中 村 正 博 平 出 幸 彦 

代表者 

住 所 
甲府市城東三丁目５番２０号 甲府市城東三丁目１０番１３号  

３ 変更年月日  令和４年３月３０日 
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甲府市告示第３３９号  

  

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次のとおり生活保護法等指定介護機関変更届書を受理したので、同法第

５５条の３の規定により公示する。 

 

令和４年６月１４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定介護機関変更届書 

２ 事業所番号、事業所の名称、事業所の所在地、開設者、代表者、管理者、変更

事項、変更年月日 

                               別紙のとおり 
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甲府市告示第３４０号  

 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和４年６月１４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 

                               別紙のとおり 
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                          甲府市告示第３４１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和４年６月１４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市川田町字正里７８４番３から７８４番１５まで、８０１番１、 

   ８０１番３から８０１番７まで、８０２番１及び８０２番３から 

   ８０２番２６まで 

   以上４４筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、広場、消防施設、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市向町２９０番地３ 

   株式会社リ・スタイル 

代表取締役 中 込 哲太郎 
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甲府市告示第３４２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   中村町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
丸 茂 譲 小 松 道 弘 

代表者 

住 所 
甲府市中村町９番２９号 甲府市中村町９番７号 

３ 変更年月日  令和４年４月９日 
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                          甲府市告示第３４３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和４年６月１５日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市七沢町字横田１４０番３、１４０番９、１４１番２及び１４１番２０ 

   以上４筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   静岡県静岡市駿河区広野六丁目１５番１９－１０２号  

   小 林  真 
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甲府市告示第３４４号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和４年６月２１日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和４年６月１５日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市徳行１丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：キジ白 

６ その他の特徴：首輪なし 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課  

     電話０５５－２３７－２５５０ 
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                         甲府市告示第３４５号  

 

甲府農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律  

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条第１項

の規定により公告し、同条第２項の規定により当該農業振興地域整備計画書を次に

より縦覧に供する。 

 

  令和４年６月１６日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 
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甲府市告示第３４６号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年６月１６日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本） 企発第２０８０５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第３４７号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月１６日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   貢川一丁目自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
戸 島 義 人 込 山 武 人 

代表者 

住 所 
甲府市貢川一丁目１０番２８号 甲府市貢川一丁目１０番２８号 

３ 変更年月日  令和４年４月１日 
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甲府市告示第３４８号 

 

甲府市民生委員定数条例（平成３０年条例第３１号）第２条の規定に基づき、民

生委員の定数を次のとおり定める。 

 

  令和４年６月１７日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 民生委員の定数 

  ４５５名 

２ 施行日 

  令和４年１２月１日 
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                                           甲府市告示第３４９号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加表明書

及び企画提案書の提出を招請する。  

 

令和４年６月２０日 

                   

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

    令和４年度甲府ジュエリーツーリズム企画運営業務 

２ 業務概要 

本市は、古来、水晶産地であったことがきっかけで、宝石の研磨、貴金属加工、

水晶美術彫刻の技術が発達し、宝飾品を作り続けてきた。2017 年の経済センサス

における、山梨県の貴金属製装身具の製品出荷量は全国の約 1/3 であり、そのほ

とんどの事業者が甲府市内にある、まさにジュエリー産業に支えられているまち

である。 

また、企画、デザイン、原料の調達、研磨、彫刻、貴金属加工、そして国内外

への流通などジュエリーを完成させる全ての業務が揃う、世界的にも珍しい集積

産地である。 

しかしながら、ジュエリー産地としての地域ブランドの知名度は低いことから

その魅力を市内はもとより全国に発信するため、市内のジュエリー工房等にて、

見学や研磨体験等を行うツーリズムを実施する。 

ツーリズムを通じ、効果的に本市の魅力をＰＲすることで、「宝石のまち甲府」

の知名度向上と、地場産品の販路拡大や交流人口の増加を図り、地域経済の活性

化に資することを目的として実施する。 

３ 開催日及び履行期間 

開催日は令和４年１１月１２日（土）、１３日（日）とする。 

履行期間は、契約締結日から令和５年１月３１日（火）までとする。 

４ 参加資格要件 

  このプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしてい

る者とする。 

（１）甲府市内に本店、支店または主たる事業所があること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定いずれ

にも該当していないこと。 

（３）本市による指名停止を受けていないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

 また法人においてはその役員が暴力団員でないこと。 

（５）告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律
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第２２５号）に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

（７）市税の滞納がない者であること。    

５ 手続等 

⑴  令和４年度甲府ジュエリーツーリズム企画運営業務公募型プロポーザル実

施要項（以下「公募型プロポーザル実施要項」という。）、令和４年度甲府ジ

ュエリーツーリズム企画運営業務仕様書及び令和４年度甲府ジュエリーツー

リズム企画運営業務公募型プロポーザル方式企画提案書等作成要領を本市ホ

ームページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

⑵  参加表明書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー

ザル実施要項を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市産業部商工振興室商工課 

〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５６９４（直通） 

ＦＡＸ：０５５－２２７－８０６５ 

電子メール：syoukous@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第３５０号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   西下条自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
三 神 源 治 伊 藤 宏 

代表者 

住 所 
甲府市西下条町７５３番地 甲府市大津町１４８番地１ 

３ 変更年月日  令和４年３月１９日 
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甲府市告示第３５１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２０日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   上阿原町新田自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
廣 瀬 晃 小 野 正 文 

代表者 

住 所 
甲府市上阿原町６６３番地６ 甲府市上阿原町８６０番地 

３ 変更年月日  令和４年３月２７日 
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甲府市告示第３５２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２０日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   下帯那町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
田 野 口 喜 雄 竹 川 正 一 

代表者 

住 所 
甲府市下帯那町２０２９番地 甲府市下帯那町１８３２番地１ 

３ 変更年月日  令和４年４月２４日 
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甲府市告示第３５３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２０日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   善光寺北原自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
清 水 勝 也 矢 崎 正 勝 

代表者 

住 所 
甲府市善光寺町３２８０番地 甲府市善光寺町２８４６番地 

３ 変更年月日  令和４年４月２３日 
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甲府市告示第３５４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２０日 

                              

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   塩部第三自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
渡 邊 仁 菊 地 昭 

代表者 

住 所 
甲府市大和町３番１８号 甲府市塩部三丁目１５番３号 

３ 変更年月日  令和４年３月２６日 
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甲府市告示第３５５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年６月２０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４６０号 

（２）業務名称     甲府市都市計画基礎調査業務委託  

（３）履行期間     契約締結日の翌日から令和５年２月２８日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に入札参加資格の認定を受けている本店、本社又は営業所を有する

者であること。 

（２）過去１０年以内に、地方公共団体等が行う都市計画基礎調査業務を受託し、

本委託業務と同様の業務を履行した実績を有する者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

- 75 -



（１）配付期間 令和４年６月２０日（月）～令和４年６月２９日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年６月２９日（水）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年６月２０日（月）～令和４年６月２９日（水）  

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年６月２９日（水）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年７月１４日（木） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  
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ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３５６号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和４年６月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和４年６月２０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 令和４年度甲府市一般会計補正予算（第３号） 

２ 令和４年度甲府市一般会計補正予算（第４号） 

 

 

 

 

     令和４年６月２０日 原案可決 
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甲府市告示第３５７号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２１日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   東一条南部自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
伊 東 武 彦 秋 山 透 

代表者 

住 所 
甲府市湯田二丁目１４番５号 甲府市湯田二丁目１４番１４号 

３ 変更年月日  令和４年４月１７日 
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甲府市告示第３５８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   千塚橋場自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
佐 藤 和 幸 三 井 一 彦 

代表者 

住 所 
甲府市音羽町２番４号 甲府市音羽町２番１８号 

３ 変更年月日  令和４年４月１７日 
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甲府市告示第３５９号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２１日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   古府中本町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
内 田 孔 介 武 川 茂 

代表者 

住 所 
甲府市天神町１０番４号 甲府市天神町１０番１４号  

３ 変更年月日  令和４年４月１６日 
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                          甲府市告示第３６０号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和４年６月２１日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字年代５５４番１及び５５４番５から５５４番９まで 

   以上６筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市上小河原町１０５０番地 

   有限会社スミ新建材 

   代表取締役 伊 藤 正 敏 
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                          甲府市告示第３６１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事であり、かつ、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処 

理要領の適用を受けるものである。 

 

令和４年６月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）５８号 

工事名 水路改良工事（Ｒ４－１）（余フ） 

工事場所 甲府市小曲町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

Ｌ型水路工   Ｌ＝７１ｍ 

Ｕ型水路工   Ｌ＝５４ｍ 

排水桝工    Ｎ＝３基 

仮設工     １式 

２ 工期 令和５年３月１７日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

 

工事開始日：令和４年８月１日から令和４年９月 

３０日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
４０，７１１，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 
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３ 同種工事施工実績 

水路改良工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，０００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実

績は、出資比率が２０％以上の場合の

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札日時 
令和４年７月１９日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月２２日 

12 開札日時 
令和４年７月２８日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 令和４年７月２９日 
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提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時 

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日 

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年７月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年７月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月２６日まで 

２ 回答 令和４年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３６２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年６月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （電気）６３号 

工事名 緑が丘スポーツ公園テニスコートＡ附帯電気設備工事 

工事場所 甲府市緑が丘二丁目８番１号 

工事概要 

１ 工事内容 電気設備工事 １式 

２ 工期 令和５年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４９，５００，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
非適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実

績は、出資比率が２０％以上の場合の

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札日時 
令和４年７月１９日 

午前９時４０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月２２日 

12 開札日時 
令和４年７月２８日 

午前９時４０分 

13 落札者決定日 令和４年７月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年７月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年７月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月２６日まで 

２ 回答 令和４年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月２７日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３６３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年６月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （電気）６４号 

工事名 緑が丘スポーツ公園屋外トイレ他建設（電気設備）工事 

工事場所 甲府市緑が丘二丁目８番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

電気設備工事 １式 

・構内配電線路     １式 

・屋外トイレ電気設備  １式 

２ 工期 令和５年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４５，２３２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
非適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，２００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実

績は、出資比率が２０％以上の場合の

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札日時 
令和４年７月１９日 

午前９時５０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月２２日 

12 開札日時 
令和４年７月２８日 

午前９時５０分 

13 落札者決定日 令和４年７月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年７月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年７月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月２６日まで 

２ 回答 令和４年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月２７日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３６４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年６月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）６６号 

工事名 舗装修繕工事（Ｒ４－１） 

工事場所 甲府市大里町地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

〔１号箇所〕 

施工延長  Ｌ＝５２０．０ｍ 

表層工   Ａ＝２９４０㎡ 

区画線工  一式 

付帯工   一式 

〔２号箇所〕 

施工延長  Ｌ＝１０４．６ｍ 

表層工   Ａ＝１８５㎡ 

付帯工   一式 

２ 工期 令和４年１１月１１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，８９９，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

ただし、１件の工事請負額が 、 

９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 入札説明書に記載 
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（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年６月２２日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札及び開札日時 
令和４年７月１９日 

午前１０時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年７月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年７月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３６５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和４年６月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）６７号 

工事名 舗装修繕工事（Ｒ４－２） 

工事場所 甲府市上曽根町地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

〔１号箇所〕 

施工延長  Ｌ＝３３１．０ｍ 

表層工   Ａ＝２０６０㎡ 

区画線工  一式 

〔２号箇所〕 

施工延長  Ｌ＝１４０．０ｍ 

表層工   Ａ＝８６６㎡ 

付帯工   一式 

２ 工期 令和４年１０月２０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１７，９７４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

ただし、１件の工事請負額が 、 

８００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 
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は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 令和４年６月２２日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札及び開札日時 
令和４年７月１９日 

午前１０時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年７月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年７月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３６６号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第１６１７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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                          甲府市告示第３６７号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年６月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第１３６１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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                          甲府市告示第３６８号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第７第２項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者

として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定によ

り公示する。 

 

  令和４年６月２４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０５３７３ 

２ 事業所の名称       訪問介護事業所 コスモ山城 

３ 事業所の所在地      甲府市上今井町５７１番地４ 

４ 当該事業所の申請者    社会福祉法人 いきいき倶楽部 

              理事長 代 長 一 雄 

５ サービスの種類      訪問介護 

               介護予防・日常生活支援総合事業 

                （介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        令和４年７月３１日 
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甲府市告示第３６９号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

令和４年６月２４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７１７００８００ 

２ 事業所の名称      デイサービスおれんじ 

３ 事業所の所在地      甲斐市富竹新田９２番地６ 

４ 当該事業所の申請者      合同会社 おれんじ 

              代表社員 小 林 まち子 

５ サービスの種類      介護予防通所介護相当サービス 

６ 廃止年月日          令和４年３月３１日 
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甲府市告示第３７０号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２４日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   下小河原自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
知見寺 さゆり 堀 井 敏 明 

代表者 

住 所 
甲府市住吉五丁目３番５号 甲府市住吉五丁目２３番６号  

３ 変更年月日  令和４年４月１日 
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甲府市告示第３７１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２４日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   高畑一丁目飯豊自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
幡 野 欽 哉 荻 原 真 人 

代表者 

住 所 
甲府市高畑一丁目１０番４号 甲府市高畑一丁目６番１４号  

３ 変更年月日  令和４年４月１７日 
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甲府市告示第３７２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２４日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   池添第三自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
土 屋 久 寺 田 正 寛 

代表者 

住 所 
甲府市城東四丁目１３番２８号 甲府市城東四丁目１３番３号  

３ 変更年月日  令和４年２月２６日 
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甲府市告示第３７３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年６月２４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第５１４号 

（２）業務名称     地籍調査に伴う調査・測量業務委託（帯那第一地区） 

（３）履行期間     契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に認定を受けている本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、「測量」で登録されている者  

であること。 

（３）過去１０年以内に、国又は地方公共団体等が行う地籍調査業務を受託し、  

本委託業務と同様の現地調査（一筆地調査を含む）及び測量業務等を履行した

実績を有する者であること。なお、本市の地籍調査業務において下請けの実績

を有する者も同様とみなす。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年６月２４日（金）～令和４年７月４日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年７月４日（月）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年６月２４日（金）～令和４年７月４日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年７月４日（月）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年７月２１日（木） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  
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８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３７４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年６月２４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第５１５号 

（２）業務名称     地籍調査に伴う調査・測量業務委託（平瀬第三地区） 

（３）履行期間     契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に認定を受けている本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、「測量」で登録されている者  

であること。 

（３）過去１０年以内に、国又は地方公共団体等が行う地籍調査業務を受託し、本  

委託業務と同様の現地調査（一筆地調査を含む）及び測量業務等を履行した実

績を有する者であること。なお、本市の地籍調査業務において下請けの実績を

有する者も同様とみなす。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年６月２４日（金）～令和４年７月４日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年７月４日（月）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年６月２４日（金）～令和４年７月４日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和４年７月４日（月）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年７月２１日（木） 午前１１時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  
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８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                        甲府市告示第３７５号  

 

令和４年度の甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号。以下「条例」  

という 。） 第１４条第１項に規定する一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率、

第１３条の２第１項に規定する基礎賦課額から減額する額、第１３条の４第１項に

規定する未就学児に係る基礎賦課額の均等割額及び第１３条の４第４項に規定する

未就学児に係る基礎賦課額の均等割額並びに第１４条の５の５第１項に規定する一

般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率、第１３条の２第４項にお

いて準用する同条第１項に規定する後期高齢者支援金等賦課額から減額する額、第

１３条の４第３項において準用する同条第１項に規定する未就学児に係る後期高齢

者支援金等賦課額の均等割額及び第１３条の４第６項において準用する同条第４項

に規定する未就学児に係る後期高齢者支援金等賦課額の均等割額並びに第１４条の

９第１項に規定する介護納付金賦課額の保険料率及び第１３条の２第５項において

準用する同条第１項に規定する介護納付金賦課額から減額する額を、第１４条第３

項（第１３条の２第３項、第１３条の４第２項及び第１３条の４第５項において準

用する場合を含む。）、第１４条の５の５第３項（第１３条の２第４項、第１３条の

４第３項及び第１３条の４第６項において準用する場合を含む 。） 及び第１４条の

９第３項（第１３条の２第５項において準用する場合を含む 。） の規定により告示

する。 

 

  令和４年６月２４日 

                  

                 甲府市長   樋 口 雄 一 

 

１ 条例第１４条第１項第１号の所得割          １００分の８．４９ 

２ 条例第１４条第１項第２号の被保険者均等割        ２７，３００円 

３ 条例第１４条第１項第３号の世帯別平等割 

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯     ２５，５００円 

   （２） 特定世帯                  １２，７５０円 

   （３） 特定継続世帯                １９，１２０円 

４ 条例第１３条の２第１項第１号アに規定する額       １９，１１０円 

５ 条例第１３条の２第１項第１号イに規定する額 

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯     １７，８５０円 

   （２） 特定世帯                   ８，９２５円 

（３） 特定継続世帯                １３，３８４円 

６ 条例第１３条の２第１項第２号アに規定する額       １３，６５０円 

７ 条例第１３条の２第１項第２号イに規定する額 

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯     １２，７５０円 

（２） 特定世帯                   ６，３７５円 

（３） 特定継続世帯                 ９，５６０円 

８ 条例第１３条の２第１項第３号アに規定する額        ５，４６０円 
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９ 条例第１３条の２第１項第３号イに規定する額 

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ５，１００円 

（２） 特定世帯                   ２，５５０円 

（３） 特定継続世帯                 ３，８２４円 

１０ 条例第１３条の４第１項に定める均等割額        １３，６５０円 

１１ 条例第１３条の４第４項に定める均等割額 

（１） 条例第１３条の２第１項第１号アに規定する場合に応じた額 

                            ４，０９５円 

（２） 条例第１３条の２第１項第２号アに規定する場合に応じた額 

                            ６，８２５円 

（３） 条例第１３条の２第１項第３号アに規定する場合に応じた額 

                              １０，９２０円 

１２ 条例第１４条の５の５第１項第１号の所得割     １００分の２．３４ 

１３ 条例第１４条の５の５第１項第２号の被保険者均等割    ９，６００円 

１４ 条例第１４条の５の５第１項第３号の世帯別平等割 

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ６，７００円 

（２） 特定世帯                   ３，３５０円 

（３） 特定継続世帯                 ５，０２０円 

１５ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号アに規定する額 

                               ６，７２０円 

１６ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号イに規定する額 

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ４，６９０円 

（２） 特定世帯                   ２，３４５円 

（３） 特定継続世帯                 ３，５１４円 

１７ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号アに規定する額 

                               ４，８００円 

１８ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号イに規定する額 

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ３，３５０円 

（２） 特定世帯                   １，６７５円 

（３） 特定継続世帯                 ２，５１０円 

１９ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号アに規定する額 

                               １，９２０円 

２０ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号イに規定する額 

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      １，３４０円 

（２） 特定世帯                     ６７０円 

（３） 特定継続世帯                 １，００４円 

２１ 条例第１３条の４第３項に定める均等割額         ４，８００円 

２２ 条例第１３条の４第６項に定める均等割額 

（１） 条例第１３条の２第１項第１号アに規定する場合に応じた額 

                            １，４４０円 

（２） 条例第１３条の２第１項第２号アに規定する場合に応じた額 
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                            ２，４００円 

（３） 条例第１３条の２第１項第３号アに規定する場合に応じた額 

                               ３，８４０円 

２３ 条例第１４条の９第１項第１号の所得割       １００分の２．１８ 

２４ 条例第１４条の９第１項第２号の被保険者均等割      ９，８００円 

２５ 条例第１４条の９第１項第３号の世帯別平等割       ６，０００円 

２６ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号アに規定する額 

                               ６，８６０円 

２７ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号イに規定する額 

                               ４，２００円 

２８ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号アに規定する額 

                               ４，９００円 

２９ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号イに規定する額 

                               ３，０００円 

３０ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号アに規定する額 

                               １，９６０円 

３１ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号イに規定する額 

                               １，２００円 
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                          甲府市告示第３７６号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和４年６月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第１６９２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第３７７号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和４年７月１日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和４年６月２７日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市徳行一丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：不明 

５ 毛の色：キジ白 

６ その他の特徴：首輪なし 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課  

     電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第３７８号  

 

次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和  

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和４年６月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        令和４年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

（兼更正通知書）（令和３年度相当分） 

令和４年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

             （兼決定通知書）（令和３年度相当分） 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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                          甲府市告示第３７９号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法  

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和４年６月２９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       甲府市介護保険料更正通知書 

２ 発送日       令和４年５月１３日 

３ 項 目       令和４年度介護保険料更正通知書  

４ 送達を受けるべき者 （省略） 

５ 保管場所      甲府市福祉保健部保険経営室介護保険課  
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                          甲府市告示第３８０号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和４年６月２９日 

                  

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第３８１号 

 

次の市税徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送

したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和４年６月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 企発第２１２８５号 

             充当通知書 企発第２１２８６号 

２ 送達を受けるべき者  学校法人 富士川幼稚園 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  

 

- 119 -



甲府市告示第３８２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２９日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   東二条南部自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
小 川 茂 明 加 藤 勝 造 

代表者 

住 所 
甲府市湯田二丁目１８番９号 甲府市湯田二丁目２番１２号  

３ 変更年月日  令和４年４月２４日 
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甲府市告示第３８３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和４年６月２９日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   上町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
橘 田 保 之 岡 政 吉 

代表者 

住 所 
甲府市上町１４７８番地１ 甲府市上町１４６１番地１ 

３ 変更年月日  令和４年５月３日 
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甲府市告示第３８４号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年

１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告示する。 

 

  令和４年６月３０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号等    別紙のとおり 
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甲府市告示第３８５号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

令和４年６月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名          福悠株式会社 

２ 事業者の所在地  甲府市里吉一丁目６番１号 

３ 事業所名     短期入所 はるか里吉１ 

４ 事業所の所在地  甲府市里吉一丁目６番１号 

５ 事業の種類    短期入所 

６ 主たる対象者   知的障害者・精神障害者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０３２４９ 

８ 指定年月日    令和４年７月１日 
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甲府市告示第３８６号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

令和４年６月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社加羅 

２ 事業者の所在地  甲府市大里町４０６０番地１ 

３ 事業所名     グループホームＣＯＣＯＫＡＲＡ 

４ 事業所の所在地  甲府市国母一丁目１２番１５号 

５ 事業の種類    共同生活援助 

           短期入所 

６ 主たる対象者   知的障害者・精神障害者 

７ 指定事業所番号  １９２０１０３２５４（共同生活援助）  

           １９１０１０３２６４（短期入所）  

８ 指定年月日    令和４年７月１日 
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甲府市告示第３８７号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者及び

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号に規定する

指定障害児相談支援事業者として次の者を指定したので、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第５１条の３０第２項第１号及び児童福祉法

第２４条の３７第１号の規定により公示する。 

 

令和４年６月３０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名    一般社団法人ｐｕｂｌｉｃｈｏｕｓｅモモ 

２ 事業者の所在地 山梨県南アルプス市沢登４５６番地  

３ 事業所名    相談室 灯台 

４ 事業所の所在地 甲府市美咲一丁目２番８号 

５ 事業の種類   指定特定相談支援、指定障害児相談支援 

６ 主たる対象者  特定なし 

７ 指定事業所番号 １９３０１０３２２９（指定特定相談支援） 

          １９７０１０３２３８（指定障害児相談支援） 

８ 指定年月日   令和４年７月１日 
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教育委員会         
 

甲府市教育委員会告示第１７号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の告示について、次のとおり参加申

込書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和４年６月２１日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 業務名 

甲府市立図書館電子書籍貸出システム調達・運用業務 

２ 事業の概要及び公募の目的 

公共図書館として、より公共性と汎用性の高いサービスと読書バリアフリー

法及び障害者差別解消法の趣旨を体現する具体的なツールをデジタル技術の活

用により提供することが可能となることから、電子書籍の導入を行う。 

本件は、電子書籍サービスの実施にあたり、事業の目的達成に向けて、最適

な能力を発揮できる最適な受注者を選定するため、公募によるプロポーザルを

行う。 

３ 業務内容 

電子書籍貸出システム（以下「システム」という。）に係る業務は次のとおり

とする。 

（１）システムの構築及び運用 

（２）システムの利用及び運用に係る支援 

（３）地域資料等、独自資料のシステム登録及び支援 

（４）発注者が選書に必要な電子書籍情報の提供。なお、システムで利用対象

者に提供できる電子書籍に係るライセンスの取得については、別途行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

（５）その他本業務の目的達成に必要な業務 

４ 参加資格要件 

（１）プロポーザルへの参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たして

いなければならない。  

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない

こと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

ウ 公告の日から契約の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」
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又は「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

エ 公告の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日か

ら２年を経過していること。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始

の申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受

けた後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

カ 円滑・迅速に業務を遂行できる体制を有し、公告の日以前５年間に、地

方公共団体等の図書館施設において本件業務と同種並びに同規模以上の契

約実績があること。 

キ 租税を完納していること。 

（２）参加資格要件確認基準日 

甲府市教育委員会が参加表明書を受理した日から、提案事業者と契約を締

結する日までの間とする。 

５ 手続等 

  甲府市ホームページにて、甲府市立図書館電子書籍貸出システム調達・運用業

務プロポーザル実施要領等を参照のうえ、適宜ダウンロードすること。 

６ 主催及び事務局 

（１）主 催 甲府市教育委員会 

（２）事務局 甲府市教育委員会教育部生涯学習室図書館 

        山梨県甲府市城東一丁目１２番３３号 甲府市立図書館 

        電話：０５５－２３５－１４２７ 

E-mail：kyotosho@city.kofu.lg.jp 
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甲府市教育委員会告示第１８号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年６月２７日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋  

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第５１２号 

（２）業務名称      小学校消火設備・避難器具等点検及び防火対象物点検 

業務委託 

（３）履行期間      契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポンプ 

・防災用品・消火器」で登録されている者であること。  

（３）本委託を遂行するための有資格者（防火対象物点検資格者並びに消防設備点

検資格者又は消防設備士及び電気工事士又は電気主任技術者）を雇用している

こと。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和４年６月２８日（火）～令和４年７月６日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年６月２８日（火）～令和４年７月６日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年７月２７日（水） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
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   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第１９号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和４年６月２７日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第５１３号 

（２）業務名称      中学校消火設備及び避難器具等点検業務委託 

（３）履行期間      契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポンプ 

・防災用品・消火器」で登録されている者であること。  

（３）本委託を遂行するための有資格者（消防設備点検資格者又は消防設備士及び

電気工事士又は電気主任技術者）を雇用していること。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停  

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
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（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和４年６月２８日（火）～令和４年７月６日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和４年６月２８日（火）～令和４年７月６日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年７月２７日（水） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第２号 

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第 

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律第

４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の数

は、次のとおりである。 

 

令和４年６月１日 

                  

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，０９８人 

２ １／３の数        ５１，６３２人 

３ １／６の数        ２５，８１６人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５４，８９６人 
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甲府市選挙管理委員会告示第３号 

 

参議院議員通常選挙の執行に伴い、公職選挙法施行令第１７条の規定により、次

の期間は選挙人名簿の移替えを行わない。 

 

令和４年６月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ 令和４年６月９日から令和４年７月１０日まで 
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甲府市選挙管理委員会告示第４号  

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する  

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０ 

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第  

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律第

４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の数

は、次のとおりである。 

 

令和４年６月２１日 

                  

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，１０２人 

２ １／３の数        ５１，６９６人 

３ １／６の数        ２５，８４８人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５５，０８８人 
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甲府市選挙管理委員会告示第５号 

 

令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における公職選挙法第１４４条の

２第１項の規定によるポスター掲示場を、別紙のとおり設置した。  

 

令和４年６月２１日 

                 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第６号 

 

令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票管理者及びその職務

を代理すべき者を、別紙のとおり選任した。  

 

令和４年６月２２日 

                  

甲府市選挙管理委員会          

委員長 志 村 文 武 

 

- 138 -



甲府市選挙管理委員会告示第７号  

 

 令和４年７月１０日執行の参議院山梨県選出議員選挙における開票管理者及びそ

の職務を代理すべき者を、次のとおり選任する。  

 

令和４年６月２２日 

                 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

開票区名 
開 票 管 理 者 職 務 代 理 者 

住  所 氏  名  住  所 氏  名 

甲府市 山梨県甲府市 志村 文武 山梨県甲府市 三井 和子 
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甲府市選挙管理委員会告示第８号  

 

 令和４年７月１０日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票管理者及び

その職務を代理すべき者を、次のとおり選任する。  

 

令和４年６月２２日 

                 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

開票区名 
開 票 管 理 者 職 務 代 理 者 

住  所 氏  名  住  所 氏  名 

甲府市 山梨県甲府市 志村 文武 山梨県甲府市 三井 和子 
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甲府市選挙管理委員会告示第９号  

 

令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所を、別紙のとおり

設ける。 

 

令和４年６月２２日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

 

 

 

- 141 -



甲府市選挙管理委員会告示第１０号  

 

 令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票の日時及び場所は、

次のとおりである。 

 

令和４年６月２２日 

                 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

  

１ 日 時  令和４年７月１０日（日） 午後９時 

２ 場 所  甲府市青沼三丁目５番４４号 甲府市総合市民会館 
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甲府市選挙管理委員会告示第１１号  

 

令和４年７月１０日執行の参議院山梨県選出議員選挙において、公職選挙法第  

１７５条の規定による投票記載場所、期日前投票所及び不在者投票記載場所の氏名

等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。  

 

令和４年６月２２日 

                 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時  令和４年６月２２日（水） 午後５時３０分 

２ 場 所  甲府市丸の内一丁目１８番１号  

       甲府市選挙管理委員会事務局（本庁舎４階）  
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甲府市選挙管理委員会告示第１２号  

 

 令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙において、公職選挙法第６２条第

２項、第４項及び第５項の規定により、開票立会人を定めるくじを行うべき日時及

び場所は、次のとおりである。  

 

令和４年６月２２日 

                 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時  令和４年７月７日（木）（選挙区） 午後５時１０分 

                  （比例代表）午後５時１５分 

２ 場 所  甲府市丸の内一丁目１８番１号  

       甲府市選挙管理委員会事務局（本庁舎４階）  
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甲府市選挙管理委員会告示第１３号  

 

 令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における公職選挙法第４９条第１

項及び第２７０条の２第１項の規定による不在者投票の事務を扱う場所、期間及び

時間を、別紙のとおり定める。 

 

令和４年６月２２日 

                 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第１４号  

 

 令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、次のと

おり設ける。 

 

令和４年６月２２日 

                 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

設置場所 住  所 期  間 

甲府市役所本庁舎 

４階大会議室 

山梨県甲府市 

丸の内一丁目１８番１号 

令和４年６月２３日から 

令和４年７月９日まで 

甲府市総合市民会館 

１階多目的室 

山梨県甲府市 

青沼三丁目５番４４号 

令和４年６月２３日から 

令和４年７月９日まで 

甲府市北部市民センター 

２階多目的集会室 

山梨県甲府市 

湯村三丁目５番２０号 

令和４年７月７日から 

令和４年７月９日まで 

甲府市西部市民センター 

１階大ホール 

山梨県甲府市 

長松寺町１２番３０号 

令和４年７月７日から 

令和４年７月９日まで 

甲府市中道公民館 

会議室 

山梨県甲府市 

下曽根町１０７０番地３ 

令和４年７月７日から 

令和４年７月９日まで 

山梨大学 

大村智記念学術館 

２階大村記念ホール 

山梨県甲府市 

武田四丁目４番３７号 
令和４年６月２８日 

甲府市立甲府商業高等学校 

商友館コミュニティホール 

山梨県甲府市 

上今井町３００番地 
令和４年６月３０日 
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甲府市選挙管理委員会告示第１５号 

 

令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を、別紙のとおり選任する。  

 

令和４年６月２２日 

                

甲府市選挙管理委員会           

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第１６号 

 

公職選挙法第４８条の２第３項において読み替えて準用する同法第４０条第１項

の規定により、令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙において甲府市中道

公民館、山梨大学大村智記念学術館及び甲府市立甲府商業高等学校に設置する期日

前投票所を開く時刻及び閉じる時刻を次のとおりとする。  

 

令和４年６月２２日 

                  

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

施設の名称 
投票所を 

開く時刻 

投 票 所 を 

閉じる時刻 
備 考 

甲府市中道公民館 

会議室 
午前８時３０分 午後５時  

山梨大学 

大村智記念学術館２階 

大村記念ホール 

午前１０時 午後５時  

甲府市立甲府商業高等学校 

商友館コミュニティホール 
午後１２時 午後２時  
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甲府市選挙管理委員会告示第１７号  

 

公職選挙法第４０条第１項ただし書の規定により、令和４年７月１０日執行の参

議院議員通常選挙の投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。  

 

令和４年６月２２日 

                  

甲府市選挙管理委員会  

委員長 志 村 文 武 

 

投票区 施設の名称 投票所を開く時刻 投票所を閉じる時刻 

第２６投票区 北 部 悠 遊 館 午前７時 午後７時 

第２７投票区 能 泉 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第２８投票区 宮 本 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第２９投票区 上九一色出張所 午前７時 午後７時 
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甲府市選挙管理委員会告示第１８号 

 

 令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙において、公職選挙法第４９条の

２第２項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第４８条の２第１項及び公

職選挙法施行令第６５条の１３第３項の規定により在外選挙人が期日前投票を行う

べき期日前投票所を、次のとおり定める。 

 

令和４年６月２２日 

                 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

１ 投票を行う場所 

  甲府市丸の内一丁目１８番１号  甲府市役所本庁舎４階大会議室  

２ 投票用紙及び投票用封筒の交付場所  

  甲府市丸の内一丁目１８番１号  甲府市役所本庁舎４階大会議室  

 

 

- 150 -



甲府市選挙管理委員会告示第１９号  

 

公職選挙法第３０条の３第２項の規定により、次のとおり指定在外選挙投票区を

指定する。 

 

令和４年６月２２日 

                  

甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

１ 第１１投票区 甲府市総合市民会館 
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農業委員会 
 

                       甲府市農業委員会告示第６号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会６月

定例総会を、令和４年６月２９日午後１時３０分、甲府市役所６階大会議室におい

て開催し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則

第２条の規定により公告する。  

 

  令和４年６月２４日 

                  

甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく許可申請について 

 ２ 令和４年７月告示分農用地利用集積計画の承認について 

 ３ 令和５年度山梨県農業行政施策に関する意見書について 
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上下水道局  
 

                      甲府市上下水道局告示第２９号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年６月７日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）５号 

工事名 

① ( 街路－１１）配水管布設替工事 

②歩道改良工事（市道百石国母線） 

③下水道改良工事（公共Ｒ４－１） 

工事場所 甲府市相生一丁目地内 

工事概要 １ 工事内容 

①配水管布設替工事 

ＤＩＰ．ＧＸφ２５０   Ｌ＝１０８．５ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸφ１００   Ｌ＝１１４．０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸφ７５    Ｌ＝５．０ｍ 

仕切弁．ＧＸφ２５０       ５基 

仕切弁．ＧＸφ１００       ２基 

仕切弁．ＧＸφ７５        １基 

 不断水簡易仕切弁φ２５０     １基 

消火栓φ７５  １基、臨給工   １式 

既設管撤去工  １式 

②歩道改良工事 

施工延長     Ｌ＝１２１．８４ｍ 

 街渠側溝工    Ｌ＝２０６ｍ 

 自由勾配溝工   Ｌ＝３ｍ 

 街渠桝工     Ｎ＝９基 

 集水桝工     Ｎ＝１基 

縁石工      Ｌ＝２１２ｍ 

境界工      Ｌ＝１５０ｍ 

車道舗装工    Ａ＝１１０㎡ 
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歩道舗装工    Ａ＝３７３㎡ 

防護柵設置工   １式 

区画線工     １式 

視覚障がい者誘導標設置工 １式 

仮設工 １式 

③下水道改良工事 

人孔鉄蓋調整取替工（φ７００）  ７箇所 

雨水ます取付管取替工（φ２００） ３箇所 

雨水ます取付管取替工（φ１５０） ５箇所 

付帯工  １式 

２ 工期 令和５年２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
９０，７０６，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等又は配水管布設替 

工事等と道路工事等との合併工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

４，５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月７日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月７日 
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４ 申請書受付締切日 
令和４年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月７日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年６月２３日 

10 入札日時 
令和４年７月１日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月６日 

12 開札日時 
令和４年７月１２日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和４年７月１３日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年６月２８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年６月２９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月８日まで 

２ 回答 令和４年７月１１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３０号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年６月７日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００１７号 

工事名 （災対－２）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市千塚一丁目地内（市立千塚小学校の東） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸφ１５０   Ｌ＝２７９．０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸφ１００   Ｌ＝１３．５ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸφ７５    Ｌ＝１３．５ｍ 

不断水簡易仕切弁φ２００      １基 

仕切弁．ＧＸφ１５０        ４基 

仕切弁．ＧＸφ１００        ２基 

仕切弁．ＧＸφ７５         ２基 

消火栓φ７５ １基、 空気弁φ２０ １基 

２ 工期 令和５年１月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４８，０３７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 
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３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実

績は、出資比率が２０％以上の場合の

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月７日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月７日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月７日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年６月２３日 

10 入札日時 
令和４年７月１日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月６日 

12 開札日時 
令和４年７月１２日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和４年７月１３日 
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提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年６月２８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年６月２９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月８日まで 

２ 回答 令和４年７月１１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３１号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年６月７日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００１６号 

工事名 下水道改良工事（地震対策Ｒ４－１） 

工事場所 甲府市中町地内ほか 

工事概要 

１ 工事内容 
マンホール浮上抑制工  ３１箇所 

付帯工         １式 

２ 工期 令和５年２月９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４４，２４２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，２００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実

績は、出資比率が２０％以上の場合の

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 
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総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月７日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月７日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月７日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年６月２３日 

10 入札日時 
令和４年７月１日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月６日 

12 開札日時 
令和４年７月１２日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 令和４年７月１３日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年６月２８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年６月２９日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月８日まで 

２ 回答 令和４年７月１１日 

- 161 -



価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３２号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和４年６月７日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００１７号 

工事名 マンホールトイレ設置工事（Ｒ４－３） 

工事場所 甲府市中央三丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

管きょ工（ＰＲＰ φ４５０ｍｍ） 

Ｌ＝１３．２ｍ 

管きょ工（ＰＲＰ φ２００ｍｍ） 

Ｌ＝３．００ｍ 

管きょ工（ＰＲＰ φ１５０ｍｍ） 

Ｌ＝１３．６ｍ 

組立マンホール工（貯留弁付φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

組立マンホール工（１号φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

小型マンホール工（点検口 φ３００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

小型マンホール工（点検口 φ２００ｍｍ） 

Ｎ＝６箇所 

さく井工  １式、付帯工  １式 

２ 工期 令和５年１月２０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１６，０４９，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 
下水道管布設工事等。 

ただし、１件の工事請負額が 、 
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８００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和４年６月７日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月７日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月７日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和４年７月１日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年６月２８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年６月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３３号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和４年６月７日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（舗装）２号 

工事名 
①（路４－１２）路面復旧工事 

②市道舗装工事（Ｒ４－２） 

工事場所 甲府市相生一・三丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①路面復旧工事 

施工延長   Ｌ＝３５４ｍ 

幅員     Ｗ＝２．８ｍ～７．１ｍ 

表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

     Ａ＝１，４４０㎡ 

表層工（密粒度ＡＳＣ改質Ⅱ型 ｔ＝５ｃｍ） 

     Ａ＝５１㎡ 

基層工（再生粗粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

     Ａ＝５１㎡ 

上層路盤工（粒調砕石Ｍ－３０ ｔ＝３０ｃｍ） 

     Ａ＝１４㎡ 

下層路盤工（再生砕石ＲＣ－４０ ｔ＝３５ｃｍ） 

Ａ＝４㎡ 

不陸整正工     Ａ＝１，４９１㎡ 

区画線工  一式、付帯工  一式 

②市道舗装工事 

施工延長    Ｌ＝３０．０ｍ 

舗装工     Ａ＝１１２㎡ 

区画線工    １式 

２ 工期 令和４年１０月３１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２，６７２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 
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入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

路面復旧工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和４年６月７日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年６月１６日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月７日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年６月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年６月２２日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月７日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年６月２３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年６月２３日 

10 入札及び開札日時 
令和４年７月１日 

午前１０時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年６月２８日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年６月２９日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３４号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和４年６月１５日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象業務 

⑴ 入札番号    建設コ－３３００１６号 

⑵ 業務名称    甲府市浄化センター第１～第３系列最終沈殿池耐震診断調 

査業務委託 

⑶ 業務内容    仕様書による 

⑷ 履行期間    仕様書による 

⑸ 履行場所    仕様書による 

⑹ 予定価格    公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の認定を受けている者で、次

の条件をすべて満たす者 

⑴ 入札参加資格の認定において業種が「建設コンサルタント－下水道部門」で

登録されている者であること。  

⑵ 仕様書に定める技術者を適正に配置できる者であること。 

⑶ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当し

ていない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑸ この公告の日から入札の日までの間に国及び地方公共団体から指名停止措置

を受けている日が含まれている者でないこと。  

 ⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経

過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は  

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 税の滞納がない者であること。（所轄市区町村の法人住民税の未納がない者。） 
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３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和４年６月１５日（水）～令和４年６月２３日（木） 

        （この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係  

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話 ０５５－２２８－３４３６ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水        

道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホームページ（事業

者向け情報入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手する場

合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和４年６月１５日（水）～令和４年６月２３日（木） 

       （この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

       午前９時～午後５時 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係  

       甲府市下石田二丁目２３番１号  

       電話 ０５５－２２８－３４３６ 

       ※ 郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和４年７月１５日（金） 午前１０時 

⑵ 場所 甲府市上下水道局本庁舎３階大会議室 

      甲府市下石田二丁目２３番１号  

      ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００ 

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００  

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 
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⑵ 契約保証金：納付（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３

号に規定する、過去２年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべ

て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められ

る場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する資格及び能力を有す

る契約保証人を立てること。 

⑷ 説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程

及び甲府市契約規則による。 
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甲府市上下水道局告示第３５号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和４年６月２１日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 指 定 番 号   第４６１号 

   指定業者名   株式会社 Ｎ－Ｖｉｓｉｏｎ 

   所 在 地   広島県広島市中区鶴見町８－５７  

   代 表 者   中 村 信 幸 
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甲府市上下水道局告示第３６号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和４年６月２１日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 指 定 番 号   第４６２号 

   指定業者名   株式会社 レンサエンジニアリング 

   所 在 地   山梨県甲府市朝気二丁目２－１４  

   代 表 者   武 井 堅 二 
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                      甲府市上下水道局告示第３７号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和４年６月２２日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００２２号 

工事名 （災対－１０１）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市心経寺町地内（中畑橋の北東） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸφ１００   Ｌ＝３２６．０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸφ７５    Ｌ＝４．０ｍ 

不断水簡易仕切弁φ１００     １基 

割Ｔ字管φ１００×φ１００    １基 

仕切弁ＧＸφ１００        ５基 

仕切弁ＧＸφ７５         １基 

消火栓φ７５           １基 

２ 工期 令和４年１２月１９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２７，６６５，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，３００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 
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は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和４年６月２２日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札及び開札日時 
令和４年７月１９日 

午前１０時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年７月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年７月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３８号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年６月２２日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００２１号 

工事名 下水道改良工事（スＲ３－１） 

工事場所 甲府市丸の内一丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

管きょ更生工 １式 

・路線延長（既設管径φ２５０～φ５００） 

       Ｌ＝５２９ｍ 

・更生延長（既設管径φ２５０～φ５００） 

      Ｌ＝５１４ｍ 

付帯工  １式 

２ 工期 令和５年１月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
８５，７２３，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

管更生工事において実績がある者又は 

下水道管工事で１件の工事請負額が 

５，０００万円以上の実績がある者に 

限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 
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ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札日時 
令和４年７月１９日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月２２日 

12 開札日時 
令和４年７月２８日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和４年７月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和４年７月１３日 

午後５時まで 

- 178 -



説明 ２ 回答 令和４年７月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月２６日まで 

２ 回答 令和４年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３９号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年６月２２日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００２２号 

工事名 下水道改良工事（スＲ４－３) 

工事場所 甲府市湯田一丁目地内ほか 

工事概要 

１ 工事内容 

管きょ更生工 １式 

・路線延長（既設管径φ２５０～φ５００） 

       Ｌ＝４５８ｍ 

・更生延長（既設管径φ２５０～φ５００） 

      Ｌ＝４４８ｍ 

付帯工  １式 

２ 工期 令和５年１月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
６１，２４８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

管更生工事において実績がある者又は 

下水道管工事で１件の工事請負額が 

５，０００万円以上の実績がある者に 

限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札日時 
令和４年７月１９日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月２２日 

12 開札日時 
令和４年７月２８日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和４年７月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年７月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年７月１４日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月２６日まで 

２ 回答 令和４年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第４０号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年６月２２日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （電気）１１００２５号 

工事名 (そ－２）昭和浄水場取水制御盤ほか浸水対策工事 

工事場所 昭和町西条１４１３（昭和浄水場）外１箇所 

工事概要 

１ 工事内容 

浸水対策工事 

１）取水井４号制御盤 

２）取水井１０号制御盤 

３）緊急遮断弁操作盤 

４）北方系沈砂池流入流量計変換器盤 

５）国母方面配水流量計変換器盤 

６）自家発電設備 

７）北方系・直送Ｂ系沈砂池流入電動弁 

８）南方系沈砂池流入電動弁 

２ 工期 令和５年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
５３，４７１，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札日時 
令和４年７月１９日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月２２日 

12 開札日時 
令和４年７月２８日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 令和４年７月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 
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入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和４年７月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 令和４年７月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月２６日まで 

２ 回答 令和４年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第４１号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和４年６月２２日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （水道施設）１１００２８号 

工事名 （そ－３）平瀬浄水場第３系列急速ろ過池更生工事 

工事場所 平瀬町４３７－３（平瀬浄水場） 

工事概要 

１ 工事内容 

急速ろ過池更生工事（４４．２㎡/池） ８池 

ろ過池防水塗装工事          ８池 

排水渠堆積砂撤去及び清掃       １池 

回転表洗管整備           １７基 

２ 工期 令和５年５月２９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
９８，０６５，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 本店指定なし 

２ 競争入札参加資格 

水道施設 

直近の経営事項審査結果通知書の総合 

評定値（Ｐ）７００点以上 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

浄水場における、急速ろ過池の更生工 

事（処理水量１００，０００㎥／日以 

上）。ただし、１件の工事請負額が、 

４，９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１９年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 
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ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和４年６月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和４年７月１日 

３ 申請書受付開始日 令和４年６月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和４年７月１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和４年７月７日 

６ 設計図書配付開始日 令和４年６月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和４年７月８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和４年６月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和４年７月８日 

10 入札日時 
令和４年７月１９日 

午前１０時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和４年７月２２日 

12 開札日時 
令和４年７月２８日 

午前１０時００分 

13 落札者決定日 令和４年７月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和４年７月１３日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和４年７月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和４年７月２６日まで 

２ 回答 令和４年７月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和４年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

 

市立甲府病院 看護部            主任   中丸 紗季 

退職を承認する 

以 上    発 令 日  令和４年 ６月 １日 

 

 

甲府市監査委員                    長沢 達也 

退職を承認する 

以 上   発 令 日  令和 ４年 ６月２０日 

 

 

小澤  浩 

甲府市監査委員に選任する 

以 上   発 令 日  令和 ４年 ６月２１日 

 

 

甲府市副市長                     上村  昇 

退職を承認する 

以 上    発 令 日  令和４年 ６月３０日 

 

 

甲府市固定資産評価委員                渡邉 直樹 

退職を承認する 

以 上    発 令 日  令和４年 ６月３０日 

 

 

市立甲府病院 診療部            医長   鈴木 和博 

市立甲府病院 診療部            医師   安村 智生 

市立甲府病院 診療部            医師   深澤 恵莉 

市立甲府病院 看護部            主任   大村 賀子 

市立甲府病院 看護部            主任   土屋 美穂 

（各通） 

退職を承認する 

 

以 上    発 令 日  令和４年 ６月３０日 
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